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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のカップ部、該カップ部の前中心側を互いに連結する連結部、ウイング部、及び端
部が該一対のカップ部と該ウイング部とに連結された肩紐部を備え、
　以下の（Ｉ）：
　（Ｉ）(１）該カップ部の一部から該ウイング部の一部に亘る領域において本体上に配
置されたサブウイング部であって、該カップ部のバストトップから該ウイング部の背中心
まで延ばした線分が最長となるようにブラジャーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線
を有する平面を規定した場合に、該線分上の該バストトップから該背中心に向かって５～
２５％の位置の該平面上及び５０～９０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本
体との接合部が存在し、かつ該サブウイング部は該本体と接合されていない領域を有する
、サブウイング部、
（２）該カップ部においてカップ上縁に沿って、幅０．５～５ｃｍで延びる上縁高応力部
であって、カップ中央部の１０％伸張応力Ｓ１に対する上縁高応力部の１０％伸張応力Ｓ
２の比Ｓ２／Ｓ１が２／１～４００／１である、上縁高応力部、並びに
（３）該カップ部においてカップ下縁に沿って、幅０．５～４ｃｍで延びる下縁高応力部
であって、カップ中央部の１０％伸張応力Ｓ１に対する下縁高応力部の１０％伸張応力Ｓ
３の比Ｓ３／Ｓ１が２／１～４００／１である、下縁高応力部、
からなる群から選択される１つ以上を含む防振部を有する、ブラジャー。
【請求項２】
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　該防振部が、平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2である肩紐部を更に含む、請求項１に
記載のブラジャー。
【請求項３】
　該防振部が該サブウイング部を有する、請求項１に記載のブラジャー。
【請求項４】
　該防振部が該上縁高応力部を有する、請求項１に記載のブラジャー。
【請求項５】
　該防振部が該下縁高応力部を有する、請求項１に記載のブラジャー。
【請求項６】
　該防振部が該上縁高応力部及び該サブウイング部を有する、請求項１に記載のブラジャ
ー。
【請求項７】
　該防振部が該下縁高応力部及び該サブウイング部を有する、請求項１に記載のブラジャ
ー。
【請求項８】
　該防振部が該肩紐部及び該サブウイング部を有する、請求項２に記載のブラジャー。
【請求項９】
　該防振部が該肩紐部及び該上縁高応力部を有する、請求項２に記載のブラジャー。
【請求項１０】
　該防振部が該肩紐部及び該下縁高応力部を有する、請求項２に記載のブラジャー。
【請求項１１】
　該防振部が該上縁高応力部及び該下縁高応力部を有する、請求項１に記載のブラジャー
。
【請求項１２】
　該防振部が該上縁高応力部、該下縁高応力部及び該サブウイング部を有する、請求項１
に記載のブラジャー。
【請求項１３】
　該防振部が該肩紐部、該上縁高応力部及び該サブウイング部を有する、請求項２に記載
のブラジャー。
【請求項１４】
　該防振部が該肩紐部、該下縁高応力部及び該サブウイング部を有する、請求項２に記載
のブラジャー。
【請求項１５】
　該防振部が該肩紐部、該上縁高応力部及び該下縁高応力部を有する、請求項２に記載の
ブラジャー。
【請求項１６】
　該防振部が該肩紐部、該上縁高応力部、該下縁高応力部及び該サブウイング部を有する
、請求項２に記載のブラジャー。
【請求項１７】
　肩紐部のカップ部前中心側端点の間の距離が最大となるようにブラジャーを配置したと
きに、肩紐部のカップ部前中心側端点と該連結部の前中心下端点とを結んで形成される三
角形の面積に対する、ブラジャー構成素材で覆われない部分の面積の割合が６０％以上で
ある、請求項１～１６のいずれか１項に記載のブラジャー。
【請求項１８】
　トップバスト寸法とアンダーバスト寸法との差が１７．５ｃｍ以上である、請求項１～
１７のいずれか１項に記載のブラジャー。
【請求項１９】
　最大着圧が５０ＨＰａ以下である、請求項１～１８のいずれか１項に記載のブラジャー
。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は着用動作時の胸の揺れを抑えるブラジャーに関する。より詳細には、本発明は
、快適性と審美性とを損なわずに着用動作時の胸の揺れ抑制効果、すなわち防振性を備え
たブラジャーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブラジャーは胸の形をきれいに整えることを主な目的の一つとするが、運動時の胸の揺
れを抑えることも大きな役割の一つである。しかし、ブラジャーを着用していても、歩い
たり、走ったりすると、胸が大きく揺れる場合が多い。特に胸のサイズが大きい場合には
、その揺れは非常に大きくなり、不快であるばかりか胸の下垂の原因にもなる。この揺れ
を軽減する方法としては強い着圧のブラジャーをつける方法が効果を奏するが、この方法
では着用快適性は著しく悪化する。また、胸の揺れを軽減するブラジャーとしてスポーツ
ブラが多数、開発されている（特許文献１及び２）。しかし、スポーツブラは運動時の胸
の揺れを抑えるために、胸の谷間を覆うデザインが多く、審美性に欠け、日常での使用が
好まれないことが多い。
【０００３】
　胸の谷間を大きく開け、審美性を保った状態で、日常の軽い運動時に胸の揺れを軽減し
、着圧も適正であるブラジャーの開発が望まれている。
【０００４】
　特許文献３は一般用のブラジャーで胸の揺れを軽減しようとする技術を提案する。この
技術では、カップ部上部及び斜め方向に補強部分を設けている。特許文献４ではサイドク
ロス上に複数のテープ体が配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１７９１４４号公報
【特許文献２】特開２００６－１０４６１３号公報
【特許文献３】特開平８－１００３０８号公報
【特許文献４】特開２００７－１６２１４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献３に記載される補強部分だけでは特にカップサイズの大きい着用者の
胸の揺れを軽減する効果は不十分である。また、引用文献４に記載されるテープ体はサイ
ドクロスを介してバストの脇側部に密着してバストを内側に寄せる働きをするが、揺れを
抑制する働きに劣る。
　このように、運動時の揺れ軽減効果と審美性及び快適性とを満足するブラジャーは現状
では見出されていない。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、運動時の胸の揺れ軽減効果、すなわち防振性に優れ
るブラジャーを提供することであり、好ましくは、防振性に加え、審美性及び快適性にも
優れるブラジャーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究し、実験を重ねた結果、ブラジャーに特定
の補強部を設けることで、大きいカップサイズの場合でも、胸の谷間を覆うことなく胸の
揺れを大きく改善でき、着圧が過度に高くならず、快適なブラジャーを形成できることを
見出し、本発明を完成するに至った。より具体的には、特定の補強を、カップ部からウイ
ング部にかけての部位、カップの上縁部、カップの下縁部、肩紐部、又はこれらの２つ以
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上の組合せに対して行うことにより、胸の揺れを改善できることを見出した。すなわち、
本発明は以下の通りである。
【０００９】
［１］　一対のカップ部、該カップ部の前中心側を互いに連結する連結部、ウイング部、
及び端部が該一対のカップ部と該ウイング部とに連結された肩紐部を備え、
　以下の（Ｉ）～（ＩＩＩ）：
　（Ｉ）(１）該カップ部の一部から該ウイング部の一部に亘る領域において本体上に配
置されたサブウイング部であって、該カップ部のバストトップから該ウイング部の背中心
まで延ばした線分が最長となるようにブラジャーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線
を有する平面を規定した場合に、該線分上の該バストトップから該背中心に向かって５～
２５％の位置の該平面上及び５０～９０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本
体との接合部が存在し、かつ該サブウイング部は該本体と接合されていない領域を有する
、サブウイング部、
（２）該カップ部においてカップ上縁に沿って延びる上縁高応力部であって、カップ中央
部の伸張応力Ｓ１に対する上縁高応力部の伸張応力Ｓ２の比Ｓ２／Ｓ１が２／１～４００
／１である、上縁高応力部、並びに
（３）該カップ部においてカップ下縁に沿って延びる下縁高応力部であって、カップ中央
部の伸張応力Ｓ１に対する下縁高応力部の伸張応力Ｓ３の比Ｓ３／Ｓ１が２／１～４００
／１である、下縁高応力部、
からなる群から選択される１つ以上；
　（ＩＩ）平均の断面積が３０～１２０ｍｍ2である肩紐部、並びに
　（ＩＩＩ）上記（Ｉ）と、平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2である肩紐部との組合せ
；
からなる群から選択される１つ以上の防振部を有する、ブラジャー。
［２］　該防振部が該サブウイング部を有する、上記［１］に記載のブラジャー。
［３］　該防振部が該上縁高応力部を有する、上記［１］に記載のブラジャー。
［４］　該防振部が該下縁高応力部を有する、上記［１］に記載のブラジャー。
［５］　該防振部が該肩紐部を有し、該肩紐部の平均の断面積が３０～１２０ｍｍ2であ
る、上記［１］に記載のブラジャー。
［６］　該防振部が該上縁高応力部及び該サブウイング部を有する、上記［１］に記載の
ブラジャー。
［７］　該防振部が該下縁高応力部及び該サブウイング部を有する、上記［１］に記載の
ブラジャー。
［８］　該防振部が該肩紐部及び該サブウイング部を有し、該肩紐部の平均の断面積が２
５～１２０ｍｍ2である、上記［１］に記載のブラジャー。
［９］　該防振部が該肩紐部及び該上縁高応力部を有し、該肩紐部の平均の断面積が２５
～１２０ｍｍ2である、上記［１］に記載のブラジャー。
［１０］　該防振部が該肩紐部及び該下縁高応力部を有し、該肩紐部の平均の断面積が２
５～１２０ｍｍ2である、上記［１］に記載のブラジャー。
［１１］　該防振部が該上縁高応力部及び該下縁高応力部を有する、上記［１］に記載の
ブラジャー。
［１２］　該防振部が該上縁高応力部、該下縁高応力部及び該サブウイング部を有する、
上記［１］に記載のブラジャー。
［１３］　該防振部が該肩紐部、該上縁高応力部及び該サブウイング部を有し、該肩紐部
の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2である、上記［１］に記載のブラジャー。
［１４］　該防振部が該肩紐部、該下縁高応力部及び該サブウイング部を有し、該肩紐部
の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2である、上記［１］に記載のブラジャー。
［１５］　該防振部が該肩紐部、該上縁高応力部及び該下縁高応力部を有し、該肩紐部の
平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2である、上記［１］に記載のブラジャー。
［１６］　該防振部が該肩紐部、該上縁高応力部、該下縁高応力部及び該サブウイング部
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を有し、該肩紐部の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2である、上記［１］に記載のブラ
ジャー。
［１７］　肩紐部のカップ部前中心側端点の間の距離が最大となるようにブラジャーを配
置したときに、肩紐部のカップ部前中心側端点と該連結部の前中心下端点とを結んで形成
される三角形の面積に対する、ブラジャー構成素材で覆われない部分の面積の割合が６０
％以上である、上記［１］～［１６］のいずれかに記載のブラジャー。
［１８］　トップバスト寸法とアンダーバスト寸法との差が１７．５ｃｍ以上である、上
記［１］～［１７］のいずれかに記載のブラジャー。
［１９］　最大着圧が５０ＨＰａ以下である、上記［１］～［１８］のいずれかに記載の
ブラジャー。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のブラジャーは、運動時の胸の上下動（Ｙ方向）及び左右動（Ｘ方向）さらには
前後動（Ｚ方向）を抑えることができる。また本発明の特定の態様においては、特定の補
強部を有することにより、大きいカップサイズの場合でも胸の谷間を覆わずに運動時の胸
の上下動（Ｙ方向）及び左右動（Ｘ方向）さらには前後動（Ｚ方向）を抑えることができ
、締め付け圧が適切で快適なブラジャーを提供できる。また、好ましい態様においては、
カップの脇部、上縁部及び下縁部の少なくともいずれかに特定の補強部を有し、若しくは
特定の肩紐部を有し、又はこれらの組合せを有することにより、良好な揺れ抑制効果を発
揮できる。本発明は、一般のブラジャーはもちろん、スポーツブラにも好適に適用できる
。また、本発明においては、大きいカップサイズの場合の揺れ抑制効果が特に大きい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明のブラジャーの構造の一例を示す模式図である。
【図２】本発明のブラジャーの前面側の構造の一例を示す模式図である。
【図３】本発明のブラジャーの背面側の構造の一例を示す模式図である。
【図４】本発明のブラジャーの前面における開口形状について説明する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　本発明は、一対のカップ部、該カップ部の前中心側を互いに連結する連結部、ウイング
部、及び端部が該一対のカップ部と該ウイング部とに連結された肩紐部を備え、特定の部
位に防振部（本開示で、補強部ともいう）を設けたブラジャーを提供する。
【００１３】
　図１～図３を参照して、本発明のブラジャーの構造例を説明する。本発明に係るブラジ
ャー１は、一対のカップ部１０１（図中では、一対のうち一方を点線で囲まれた領域とし
て示している）と、該カップ部の前中心側を互いに連結する連結部１０２と、ウイング部
１０３（これはカップ部１０１の脇側（すなわち着用者の脇側）に配置されている）を備
える。連結部１０２は、例えば下辺テープとしてカップ部１０１の下縁に沿って延びてブ
ラジャー下端を形成していてもよい。ウイング部１０３は着用者の背側に向かって延びる
。ウイング部１０３は、基部１０３ａと、下辺部１０３ｂ（例えばテープ）とを有するこ
とができる。各部材は布帛で構成されている。ブラジャーは、端部がウイング部１０３と
一対のカップ部１０１とに連結された肩紐部１０９を更に備える。
【００１４】
　図１及び図２を特に参照し、特定の態様において、ブラジャーは、防振部として、サブ
ウイング部を有する。特定の態様において、サブウイング部は、各々のカップ部のバスト
トップＱと、対応するウイング部の背中心Ｃとを結ぶ線分Ｌが最長となるようにブラジャ
ーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線を有する平面Ｓを規定した場合に、該線分Ｌ上
の該バストトップＱから該背中心Ｃに向かって５～２５％の位置の該平面上及び５０～９
０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本体との接合部が存在し、かつ該サブウ
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イング部は該本体と接合されていない領域を有する。本開示で、背中心とは、着用者の背
中心に対応する線上の、ウイング部布帛上下方向中央の点を意味する。例えばウイング部
がホック部を有する場合には、ホック部を留めた状態で背中心が規定される。本開示で、
「背中心」を用いて画定される形状又は寸法に関する規定について、複数のアンダーバス
トサイズに対応する複数のホック部が存在する場合には、いずれか１つのホック部を留め
た状態で規定される背中心に関して上記規定が満たされればよいことに留意すべきである
。
【００１５】
　特定の態様において、ブラジャーはカップの上縁に沿って延びる上縁高応力部（例えば
図１における上縁高応力部１０４)を有する。
【００１６】
　特定の態様において、ブラジャーはカップの下縁に沿って延びる下縁高応力部（例えば
図１における下縁高応力部１０５）を有する。
【００１７】
　特定の態様において、防振部としての肩紐部は、平均の断面積が３０～１２０ｍｍ2で
ある。
【００１８】
　各部材は、それぞれ別個の布帛で形成されていてもよいし、連続した布帛で形成され、
形状のみで部材間の境界が画定されてもよい。後者の場合、特にカップ部の外縁は、カッ
プの膨らみの縁が明確であれば縁の位置、不明確であれば膨らみ形状から想定される縁と
見なされる位置として画定される。
【００１９】
　本発明のブラジャーは防振性に極めて優れる。揺れの程度を客観的に評価するために、
以下の方法を用いることができる。
【００２０】
　人体モデルを用いた振動試験により防振性を評価できる。典型的な手順は以下の通りで
ある。人体胸部モデルは (有)アットプランニング社製 、ＢＵＳＴＹ　ＡＩＣＨＡＮもし
くは同等の物を用いる。ＢＵＳＴＹ　ＡＩＣＨＡＮを用いる場合は男性Mサイズの胴部マ
ネキンの胸部に胸上部を２枚のプラスチック製約３５ｃｍ長さの定規で挟み、それを４個
の万力で均一な間隔で挟み、マネキンに適宜穴を開けて針金等で固定する。更に、ひも等
でカップ以外の部分をしっかり固定する。胸はシリコン製でシリコン部におけるトップバ
スト（バストのふくらみが始まる部分から他方のバストのふくらみが始まる部分までの長
さ）４４ｃｍ、アンダーバスト２４ｃｍ、硬さは硬度計を用いてセロハンテープを貼付し
て計測した場合に０．５～０．８であるもので、人体に取り付けた場合にはトップバスト
１０４ｃｍ、アンダーバスト８３ｃｍとなるものを用いる。人体モデルを２０ｃｍの振幅
で垂直方向に９０ｒｐｍの速さで上下動する装置に取り付ける。装置の例としてはデマッ
チャー装置、カトーテック社製　脚部伸縮装置などが挙げられる。人体モデルが装置の内
部に納まらない場合は滑車などを利用して２０ｃｍの振幅を確保する。バスト部に適宜ポ
イントを打って、ポイントの動きを動作解析することで揺れを計測する。
【００２１】
　ブラジャーを着けない状態で２０ｃｍの振幅で垂直方向に９０ｒｐｍの速さで上下動さ
せた場合のバスト部の揺れ値の最大値は３４．１ｃｍとなる。この条件でブラジャーを装
着したときに、揺れ値が２２ｃｍ～２５ｃｍになることが、優れた防振性の観点から好ま
しく、さらに好ましくは２２ｃｍ～２４ｃｍである。
【００２２】
　なお防振性は、以下の方法でも評価できる。身長１６０ｃｍ±８ｃｍで（トップバスト
寸法－アンダーバスト寸法）の値が１７．５ｃｍ以上である３名の被験者にブラジャーを
着用させ、トレッドミルで速度６ｋｍ／ｈ、１分間に１５０歩のペースで、着地時に片足
が地面から離れているように小走りさせる。この際、鎖骨部及びバストトップ部に直径１
．８ｃｍの反射球を取り付けておき、反射球を２台の高速カメラで２０秒間撮影する。鎖
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骨部の揺れが５～６ｃｍとなるように小走りしたときの胸の揺れの指標として、（バスト
トップの揺れ）－（鎖骨の揺れ）（ｃｍ）の２０秒間での（極大値の平均）－（極小値の
平均）（ｃｍ）を、ヨコ（Ｘ）、タテ（Ｙ）及び奥行き（Ｚ）の３方向について算出する
。ここでＸ方向は後述のＬ１の方向を意味し、Ｙ方向及びＺ方向はそれぞれＸ方向に対し
て垂直である。３方向の値のうち最も大きい値を着用時の揺れ（ｃｍ）とし、（トップバ
スト寸法－アンダーバスト寸法）の値で除して揺れ値とする。揺れ値が０．３以下である
と揺れが小さく、有利である。揺れ値は０．２５以下であることが好ましく、０．２以下
であることがより好ましい。揺れ値は小さい程好ましいが、過度な圧迫を回避し良好な着
用感を容易に得る観点から、例えば、好ましくは０．０３以上、より好ましくは０．０５
以上であることができる。
【００２３】
　以上のような方法で測定できる良好な防振性は、ブラジャーに上述の上縁高応力部、下
縁高応力部、サブウイング部、又は特定の平均断面積の肩紐部（すなわち補強部）を１つ
、又は２つ以上の組み合わせで配置することによって達成できる。
【００２４】
　補強部について詳細に説明する。
【００２５】
　サブウイング部１０８ｂは、カップ部１０１の一部からウイング部１０３の一部に亘る
領域において本体上に配置されている。サブウイング部は、典型的には、カップ部１０１
の脇縁からウイング部１０３に亘って配置された１枚又は複数枚の布帛で構成できる。サ
ブウイング部はカップ部及びウイング部において本体部１０８ａと一体化されて構成され
るのではなく、本体部とは別個の布帛で、該本体部に重ねて形成されている。
【００２６】
　サブウイング部と本体とは、典型的には、以下の２つの接合部を有する。
　第１の接合部は、前述のように規定される平面Ｓに関し、線分Ｌ上のバストトップＱか
ら背中心Ｃに向かって、５～２５％、好ましくは８～２５％、より好ましくは１０～２３
％の位置の該平面上に存在する。第１の接合部の位置がバストトップから背中心に向かっ
て５％以上である場合はバストトップに引張り力が大きくかかりすぎず有利である。一方
、該接合部の位置がバストトップから背中心に向かって２５％以下である場合はバストを
身体側に引き寄せる力が働きやすく有利である。
　第２の接合部は、前述の平面Ｓに関し、線分Ｌ上のバストトップＱから背中心Ｃに向か
って、５０～９０％、好ましくは５０～８５％、より好ましくは５５～８０％の位置の該
平面上に存在する。第２の接合部の位置がバストトップから背中心に向かって５０％以上
である場合はバストトップに引張り力がかかりやすく有利である。一方、該接合部の位置
がバストトップから背中心に向かって９０％以下である場合はバストを身体側に引き寄せ
る力が働きやすく有利である。
【００２７】
　サブウイング部と本体との接合部は、前述のように規定される平面Ｓに関し、線分Ｌ上
のバストトップＱから背中心Ｃに向かって５～２５％の位置の該平面上及び５０～９０％
の位置の該平面上に存在すればよく、上記平面上以外の部位に更に存在してもよい。しか
し、サブウイング部による防振効果をより良好に得る観点から、上記平面Ｓに関し、上記
線分Ｌ上のバストトップから背中心に向かって、例えば２５％超から５０％未満の位置、
又は２５～５５％の位置、又は２３～６０％の位置の該平面上に接合部が存在しないこと
がより好ましい。
【００２８】
　カップ部とウイング部との境界は、通常、線分Ｌ上のバストトップから背中心に向かっ
て２５～３５％の位置の該平面Ｓ上にある。従って、上記の５～２５％の位置及び５０～
９０％の位置の該平面上に接合部が存在する場合、カップ部及びウイング部のそれぞれの
、防振に好ましい位置において、サブウイング部が本体に接合できるため、有利である。
【００２９】
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　サブウイング部と本体との接合部は、線状（典型的には所定の幅を有する帯状である）
、点状等に形成できる。例えば、略上下方向に線状に延びる接合部を左右のカップ部及び
左右のウイング部に形成できる。好ましい態様において、サブウイング部は、カップ部の
一部の領域及びウイング部の一部の領域の両者で本体部と接合されているとともに、本体
部と接合されていない領域を有する。好ましい態様において、サブウイング部１０８ｂは
、カップ部の一部である領域１０７ａとウイング部の一部である領域１０７ｂとに亘って
連続する領域の本体部１０８ａに重ねられている。サブウイング部１０８ｂにより、領域
１０７ａ及び領域１０７ｂからなる脇補強部１０７を形成できる。すなわち、脇補強部１
０７は、本体部１０８ａ及びサブウイング部１０８ｂからなる接合布帛１０８によって構
成されている。
好ましい態様において、サブウイング部は、カップ部側とウイング部側とのサブウイング
部両端を含む領域で本体部と接合されている。
【００３０】
　好ましい態様において、サブウイング部は、本体部との間に空間を有するように接合さ
れている。この態様において、サブウイング部は、少なくとも、本体部のカップ部の一部
とウイング部の少なくとも一部とからなる領域を覆っていればよい。またサブウイング部
は、該サブウイング部の周縁の少なくとも一部（例えばカップ部側及びウイング部側の両
端）を含む領域で本体部と接合されていてもよいし、サブウイング部が周縁以外の部分の
みで本体部と接合されていてもよい。サブウイング部は、サブウイング部と本体部との間
に空間が存在するように、本体部と接合されている。ここで空間とは、接合部で挟まれた
、又は接合部で囲まれた、サブウイング部と本体部とが接合されていない領域である。こ
のような空間を形成するために、接合部は、２つ以上の点、２つ以上の線等の形状で形成
することが好ましい。例えば、２つ以上の点の例は、カップ部の領域内の１つ以上の点と
、ウイング部内の１つ以上の点との組合せである。また、例えば、２つ以上の線の例は、
図１及び２に示すカップ部側接合部１０７ａＳ及びウイング部側接合部１０７ｂＳの組合
せである。例えば、２つの点状の接合部が形成される場合、空間とは、サブウイング部の
該２点を結ぶ領域と、本体部の該２点を結ぶ領域との間に広がる領域を意味する。なお、
該空間において、サブウイング部と本体部とは接合されていない状態であればよく、これ
らが互いに接触していてもよい。上記のような構成によれば、サブウイング部の布帛と本
体部の布帛との引張応力差により、着用時に接合部間に引張力を生じさせることができる
ため、防振効果が発揮される。
【００３１】
　図１を参照し、特定の態様において、サブウイング部１０８ｂは、少なくともカップ部
側とウイング部側との両端で、すなわちカップ部側とウイング部側との両端を含む領域で
、本体部１０８ａと接合されているとともに、本体部１０８ａとは接合されていない領域
を有する。好ましい態様では、図１に示すように、カップ部側接合部１０７ａＳ及びウイ
ング部側接合部１０７ｂＳのみで、本体部１０８ａとサブウイング部１０８ｂとが接合さ
れており、サブウイング部１０８ｂはこれら以外の領域では本体部１０８ａと接合されて
いない。サブウイング部の存在により、着用時にサブウイング部のカップ側端部からウイ
ング側に向けて引っ張る力が働き、これにより、防振効果が発揮される。
【００３２】
　サブウイング部の着用時に引張力を受ける領域の面積のうち、本体部と接合されていな
い領域の面積は、良好な防振効果を得る観点から、好ましくは３０％以上、より好ましく
は６０％以上、更に好ましくは８０％以上であり、サブウイング部と本体部とがしっかり
と接合されているという観点から、好ましくは９９．５％以下、より好ましくは９９％以
下、更に好ましくは９８％以下である。なお上記の着用時に引張力を受ける領域の面積と
は、Ｌ１に垂直でかつ接合部を通る面とサブウイング部表面との交線に関し、最も前中心
に近い交線と最も背中心に近い交線とで挟まれた領域に存在するサブウイング布帛の面積
である。
【００３３】
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　図２を参照し、ブラジャー最下端に接するように引いた直線Ｌ１から、カップ上縁とカ
ップ脇縁との境界点Ｐａまでの最短距離を規定する線分Ｌ２を仮想する。線分Ｌ２を通り
かつ線分Ｌ２と垂直をなす平面と、本体部の布帛表面（着用者からみて外側の表面）との
交線のうち、領域１０７ａ内長さが最大となる交線を選び、該交線とカップ脇縁との交点
をＱ１とし、該交線とカップ側接合部１０７ａＳにおける脇補強部端部側の辺縁との交点
をＱ２とし、該交線上のＱ１とＱ２との間の線分を線分Ｌａとする。該交線とウイング側
接合部１０７ｂＳの脇補強部端部側の辺縁との交点をＱ３とする。該交線上のＱ２とＱ３
との間の線分を線分Ｌｂとし、線分Ｌｂの長さを領域１０７ｂの長さＷｂとする。
【００３４】
　ウイング部の長さとは、点Ｑ１から、ウイング部の背中心（図３中の点Ｐｃ）までの布
帛上での最短長さを意味する。
【００３５】
　上記線分Ｌ２の長さは、５ｃｍ～１５ｃｍが適当である。
【００３６】
　サブウイング部長さｍ１は本体部との接合部の点Ｑ２と点Ｑ３とを結ぶ生地の中での最
短長さとする。また、本体部における線分Ｌａ及び線分Ｌｂの合計長さを本体部の接合部
間長さｍ２とする。通常、ブラジャーは１５％～２５％程度伸張させた状態で着用する。
サブウイング部長さｍ１、本体部における接合部間長さｍ２、並びに、サブウイング部及
び本体部の生地の応力は、所望の伸び率で所望の防振効果を実現するように設計すること
が好ましい。
【００３７】
　ここで着用時の本体伸び率、すなわち{（アンダーバストサイズ）／（ブラジャーの最
下部の周長）×１００}－１００（％）をＥ２とし、一方、サブウイング部が設定の応力
を与えるためのサブウイング部伸び率をＥ１とすると、下記式：
（１＋Ｅ２／１００）×ｍ２＝（１＋Ｅ１／１００）×ｍ１
の関係となり、ｍ１は、
ｍ１＝{（１＋Ｅ２／１００）×ｍ２}／（１＋Ｅ１／１００）
で表される。
【００３８】
　具体的な態様において、着用時の本体部の生地の伸張応力が２～４Ｎになるように着用
時の本体伸び率を計算し、ブラジャーを設計するのが好ましい。１５～２５％の範囲のい
ずれかの伸張率での伸張時に２～４Ｎの伸張応力を与える布帛を用いるのが好ましい。着
用時のサブウイング部の上記伸張応力は本体部の応力より大きく設定するのが好ましく、
中でも、１５～２５％の範囲のいずれかの伸張率での伸張時に３～１０Ｎを有することが
より好ましい。上記サブウイング部の上記伸張応力が、３Ｎ以上であれば、所望の応力が
良好に得られるため防振効果が良好であり、一方１０Ｎ以下であればサブウイング部がき
つすぎず、着用時に不快にならない。上記の伸張応力と伸び率との関係は、ＪＩＳ　Ｌ１
０９６．８．１２．１　Ａ法のカットストリップ法に準拠し、２２．１Ｎまでの伸びを計
測し、目的の設定伸張応力に対応する伸びを求めることで設定できる。上記の伸張応力及
び伸び率は、布帛のタテ方向とヨコ方向との平均である。タテ方向は任意に設定し、ヨコ
方向は該タテ方向と垂直の方向とする。
【００３９】
　サブウイング部の布帛は、必ずしも本体部の布帛より伸びにくい必要はなく、サブウイ
ング部の伸びやすさに応じてｍ１とｍ２との長さを上述の式により調整することにより、
ブラジャーの肌へのフィット効果を高め、かつ、着用時にサブウイング部のカップ側接合
部に引張り力がかかり、防振効果を発揮させることができる。なお、所望の伸長応力を良
好に発揮する観点から、ｍ１及びｍ２の長さは、それぞれ、上記式で定められる設計の値
から、±１０％、又は±８％、又は±５％を超えて外れて外れないようにすることが好ま
しい。
【００４０】
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　サブウイング部の高さはサブウイング部のＬ１と垂直な線分（図示せず）の長さで表さ
れ、高さが大きいほど防振効果は大きい。従ってカップ部側の接合部はカップの上端と下
端とに亘って延びていることが好ましく、ウイング側の接合部はウイングの上端と下端と
に亘って延びていることが好ましい。さらに接合部以外の部分では、サブウイング部の高
さが本体部の高さと同等以上であることが好ましい。
【００４１】
　サブウイング部は胸のＸ、Ｙ、Ｚ方向の揺れのうち、特にＸ及びＺの方向の防振性に大
きく寄与する。すなわちサブウイング部は、カップと胸との密着性を高めてこれらを一体
化させる効果に優れ、動作時の胸のはみ出しを防ぐ効果がある。カップと胸との密着性を
高めてこれらを一体化させる効果は特にＺ方向の防振性により有効に発揮され、胸のはみ
出しを防ぐ効果は特に引っ張り力のかかっているＸ方向の防振性により有効に発揮される
。
【００４２】
　尚、ここでの伸びは下辺テープ等を含めた構成体としての伸びであり、水平方向、すな
わちＬ１の方向に各部を引っ張った時の伸びをいう。伸びはＪＩＳ　Ｌ１０９６．８．１
２．１　Ａ法のカットストリップ法引張り試験に準拠して測定する。
【００４３】
　サブウイング部は、綿織物、ポリエステル織編物、ポリアミド素材の織編物等の、本体
部の布帛よりも伸びの小さい布帛、又はパワーネット組織の編地、ツーウエイ組織の編地
等の、スパンデックス繊維を含み本体部の布帛よりも伸びの大きい布帛によって構成する
ことができる。本体部布帛の表側とサブウイング布帛裏側との間の摩擦力は防振効果に影
響する可能性がある。従ってこの摩擦力は、例えばカトーテック社製のＫＥＳ－ＳＥ摩擦
試験機又は同等の機器で両者間の摩擦力を評価した場合に０．１０～０．２０であること
が好ましく、０．１２～０．１８であることがより好ましい。摩擦力が０．１０以上であ
ればサブウイング布帛が本体布帛を押し付ける効果を良好に発揮しやすく、０．２０以下
であれば摩擦が大きすぎない点でサブウイング布帛が本体布帛を押し付ける効果を発揮し
やすい。上記摩擦力は、本体部の布帛とサブウイング部の布帛との組合せによって調整で
きる。
【００４４】
　サブウイング部は、縫合、溶着又はその他の方法で本体部と接合できる。例えば、サブ
ウイング部の本体部との接合部が、該サブウイング部のカップ部側とウイング部側との両
端である場合、カップ部側及びウイング部側の両端で本体部用の布帛とサブウイング部用
の布帛とを重ね、縫合、溶着又はその他の方法で固定することによりサブウイング部を形
成できる。カップ部が２層以上の場合にはそのうちの１層と接合してもよいし、全層と接
合してもよい。カップ本体部の表面の生地の伸張応力が小さい場合は表面の生地だけに接
合しても生地が伸ばされてカップを引っ張る効果が小さいため、表面の生地だけが伸ばさ
れないようカップ部本体に接合、縫合等することが好ましい。
【００４５】
　補強部の別の例は、カップの上縁高応力部１０４である。カップの上縁部に高応力部を
配することにより防振効果を発現できる。上縁高応力部は、カップ上縁部に沿って延びて
配置されている。なお、上縁高応力部はカップ部の実質的な周縁部分の少なくとも一部を
構成すればよい。
【００４６】
　特定の態様においては、カップ部において、中央部１０６の伸張応力Ｓ１に対する上縁
高応力部１０４の伸張応力の比Ｓ２／Ｓ１は、２／１～４００／１である。本開示で、カ
ップの中央部とは、カップのトップ部（すなわち着用者のバストのトップ部に対応する位
置）を含み単一の伸張応力を有している領域を意味する。本開示において、特記がない場
合、伸張応力とは、ＪＩＳ　Ｌ１０９６．８．１２．１　Ａ法のカットストリップ法引張
り試験に準拠して布帛のタテ方向１０％伸長時応力（Ｎ／２．５ｃｍ幅、以下単にＮと記
す）及びヨコ方向１０％伸長時応力（Ｎ）を測定し、これらを平均した値（以下、タテヨ
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コ平均伸張応力、又は単に伸張応力ともいう）をいう。なお本開示で、布帛のタテ方向と
は、任意に設定した方向であり、ヨコ方向とは、これと垂直の方向である。
【００４７】
　カップ部が２層以上（例えばウレタンパッド及び布帛の２層）から構成されている場合
には、２層以上を重ねた状態で伸張応力を測定する。
【００４８】
　上記比Ｓ２／Ｓ１が２／１以上であれば、高応力部による胸の揺れの抑制効果が大きい
。一方上記比Ｓ２／Ｓ１が４００／１以下であれば、該高応力部における伸張応力が高く
なりすぎず、硬くフィットしにくいブラジャーとなることを回避できる。上記比Ｓ２／Ｓ
１は、３／１～１００／１であることが好ましく、５／１～８０／１であることがより好
ましく、特に好ましくは１０／１～６０／１である。
【００４９】
　上縁高応力部は胸のＸ、Ｙ、Ｚ方向の揺れのうち、特にＸ及びＹの方向の防振性に大き
く寄与する。歩く、走る等の動作時には人体の上下動に対し、幾分かの遅れをもって、カ
ップに納まっている胸が上下する。この場合の上方への胸の揺れは、上縁高応力部を設け
ることにより、効果的に抑制できる。さらに歩く、走る等の動作時には人体の上下動に加
えて、体を回転させる左右動も同時に発生する。更に、上縁高応力部をカップ上縁に沿っ
て延びるように設けると、通常、上縁高応力部を水平方向に対してやや斜めに取り付ける
ことができる。これにより、左右動による胸の内側への揺れ、すなわちＸ方向の揺れを抑
制することが可能となる。
【００５０】
　上縁高応力部はカップ部の上部に幅０．５～５．０ｃｍに亘って配置されていることが
好ましい。上記幅は１．０～４．０ｃｍであることがさらに好ましい。また、上記幅は任
意にデザインできる。例えば、上縁高応力部の幅は、カップ部の着用者身体の前中心側で
細く、脇側で太くなるようにデザインできる。
【００５１】
　補強部の別の例は、カップの下縁高応力部１０５である。カップの下縁部に高応力部を
配することにより防振効果を発現できる。下縁高応力部は、カップ部の下縁部に沿って延
びて配置されている。なお、下縁高応力部はカップ部の実質的な周縁部分の少なくとも一
部を構成すればよい。
【００５２】
　特定の態様においては、カップ部において、中央部１０６の伸張応力Ｓ１に対する下縁
高応力部１０５の伸張応力の比Ｓ３／Ｓ１は、２／１～４００／１である。Ｓ３／Ｓ１が
２／１以上であれば、高応力部による胸の揺れの抑制効果が大きい。一方上記比Ｓ３／Ｓ
１が４００／１以下であれば、該高応力部における伸張応力が高くなりすぎず、硬くフィ
ットしにくいブラジャーとなることを回避できる。上記比Ｓ３／Ｓ１は、３／１～１００
／１であることが好ましく、５／１～８０／１であることがより好ましく、特に好ましく
は１０／１～６０／１である。
【００５３】
　下縁高応力部は胸のＸ、Ｙ、Ｚ方向の揺れのうち、特にＹ方向の防振性に大きく寄与す
る。歩く、走る等の動作時には人体の上下動に対し、幾分かの遅れをもって、カップに納
まっている胸が上下する。この場合の下方にたたきつけるような胸の揺れが、下縁高応力
部を設けることにより、効果的に抑制できる。
【００５４】
　下縁高応力部はカップ部の下部に幅０．５～４．０ｃｍに亘って配置されていることが
好ましい。上記幅は１．０～３．０ｃｍであることがさらに好ましい。上記幅は任意にデ
ザインできる。例えば、カップ部の着用者身体の前中心側で細く、脇側で太くなるように
デザインでき、前中心側で２．５～３．５ｃｍ、脇側で１～２．５ｃｍのようにデザイン
できる。
【００５５】
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　上縁高応力部と下縁高応力部とをともに設ける場合には、カップ部全体の面積に対する
上縁高応力部と下縁高応力部との面積の和の割合は１０％～５０％であることが好ましく
、２０％～４０％であることが特に好ましい。上記割合が１０％以上である場合補強効果
が大きく、大きいカップであっても胸の揺れ抑制効果が良好に得られる。一方、上記割合
が５０％以下である場合、着用時の不快感を良好に回避できる。上縁高応力部と下縁高応
力部との面積比率は特に限定されない。上記割合は、例えば、カップ表面に薄い紙を重ね
、カップの各部分の面積に対応する部分の紙の質量を求めることで算出できる。
【００５６】
　上縁高応力部及び下縁高応力部の伸張応力は、それぞれ５０～５００Ｎであることが好
ましく、より好ましくは１００～４００Ｎ、更に好ましくは１２０～３５０Ｎ、特に好ま
しくは１５０～３２０Ｎである。上記伸張応力が５０Ｎ以上である場合、補強効果が大き
く、５００Ｎ以下である場合、着用時の不快感を良好に回避できる。上縁高応力部と下縁
高応力部との伸張応力比率は特に限定されない。また、中央部の伸張応力は０．５～５０
Ｎであることが好ましく、より好ましくは１～２０Ｎ、更に好ましくは１．５～１５Ｎ、
特に好ましくは２～１０Ｎである。上記伸張応力が０．５Ｎ以上である場合、着用時及び
洗濯時に破れ等が起こりにくく、５０Ｎ以下である場合、着用時の不快感を良好に回避で
きる。
【００５７】
　カップ部に上縁高応力部及び／又は下縁高応力部を形成する場合には、中央部を構成す
る布帛と、これとは別に準備した、高応力部のための高伸張応力の布帛とを、繋ぐように
又は重ね合わせて縫い合わせることができる。又は、部分的に高応力部が配された１枚の
布帛をカップ部に用いてもよい。高応力を有する補強布をカップの裏側もしくは中間層に
貼付、縫合等することで外観を損なわずに補強が可能である。
【００５８】
　補強部の別の例は肩紐部１０８である。肩紐部を補強部として形成する特定の態様にお
いて、肩紐部の平均断面積は、３０～１２０ｍｍ２である。この場合、防振性を良好に達
成できる。該平均断面積は３５～１００ｍｍ２であるとさらに好ましい。断面積は肩紐の
幅（ｍｍ）×肩紐の厚み（ｍｍ）を意味する。平均断面積は、肩紐部の両端部及びその間
を１０等分した各部で測定された断面積の数平均値である。平均断面積は、具体的には以
下のように算出できる。
【００５９】
　図２及び図３を参照し、肩紐部の平均断面積は、肩紐部のカップ部側（すなわち前側）
の端部（すなわち付け根部）の幅Ｗ１×厚み（図示せず）で算出される断面積、ウイング
部側（すなわち後側）の端部（すなわち付け根部）の幅Ｗ２×厚み（図示せず）で算出さ
れる断面積、及び、カップ部側の端部とウイング部側の端部との間を肩紐部の長さ方向に
１０等分する断面（すなわち９つの断面）について、各々の幅×厚み（例えば図２中の幅
Ｗ３×厚み）で算出される断面積、の数平均値である。なお、幅Ｗ１及び幅Ｗ２は、それ
ぞれ、肩紐部とカップ部及びウイング部のそれぞれとの脇側の連結点Ｐから、肩紐部の中
心側までの最短距離を意味する。なお、肩紐の長さを調節するアジャスターを備える場合
には、アジャスターの長さを最大にして計測する。
【００６０】
　胸の重さは肩紐部分に大きくかかり、特にカップサイズの大きい場合にはその力は非常
に大きくなる。そのため、スポーツブラ及びカップサイズの大きいブラジャーの場合には
肩紐部の幅を大きくする工夫がされている。しかし、肩紐部の幅が広い場合には、セクシ
ーさが失われ、審美性に劣る。肩紐部の幅が狭い場合であっても、肩紐部の断面積を大き
くすることで、振動を吸収し、カップ部を安定して支えることができる。肩紐部の平均断
面積が３０ｍｍ２より小さい場合には振動を吸収する効果が小さい傾向がある。肩紐部の
平均断面積が１２０ｍｍ２より大きい場合には振動は吸収するが、幅を大きくした場合に
は審美性が損なわれ、厚みを大きくした場合にはごわつき等の肌触り及びアウターへの響
きが問題になる傾向がある。ただし、前述のようにブラジャーの他の部位で補強を施した
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場合には、肩紐部の平均断面積を３０ｍｍ2の例えば約８０％以上とすればブラジャーの
優れた防振性を保つことができる。例えば、上縁高応力部、下縁高応力部、及びサブウイ
ング部の１つ又は２つ以上を設ける場合、肩紐部の平均断面積を２５ｍｍ2以上１２０ｍ
ｍ2以下とすることができる。
【００６１】
　肩紐部の背側連結中心は、ウイング部の背中心からカップ部側に向かってウイング部の
長さの好ましくは２５～６０％、より好ましくは３０～５０％離れた位置に存在する。肩
紐部の背側連結中心の、ウイング部の背中心からのずれが２５％以上である場合、防振性
に優れる利点があり、６０％以下である場合、肩紐部がずり落ち難い利点がある。なおウ
イング部の長さは前述のように規定される。また肩紐部の背側連結中心とは、図３中、幅
Ｗ２をなす線分の中点からウイング部の長さをなす線分に下ろした垂線と、該ウイング部
の長さをなす線分との交点を意味する。
【００６２】
　肩紐部のパワーは、長さ方向に０．５Ｎ／ｍｍ２の加重時の伸びで計測され、３０～８
０％であることが好ましく、４０～７０％であることがさらに好ましい。伸びはＪＩＳ　
Ｌ１０９６．８．１２．１　Ａ法のカットストリップ法引張り試験に準拠して測定できる
が、肩紐部全体をつかみ間隔とし、測定の荷重は平均断面積に０．５Ｎを乗じた荷重とす
る。肩紐部のパワーが３０％以上であれば硬くなりすぎず、振動を良好に吸収できる。肩
紐部のパワーが８０％以下であれば伸びが大きくなりすぎず、振動を良好に吸収できる。
【００６３】
　肩紐部１０９は、一部に、他の部分よりも小さい伸張応力を有する低応力部を有するこ
とが好ましい。このような低応力部を設けることにより着圧の集中を防ぎ、快適性を高め
ることができる。例えば、図２を参照し、肩部１０９ａを含む領域に、他の部分よりも小
さい伸張応力を有する低応力部１０９ｂを有することが望ましい。
【００６４】
　肩紐部は胸のＸ、Ｙ、Ｚ方向の揺れのうち、特にＹ方向の防振性に大きく寄与する。歩
く、走る等の動作時には人体の上下動が起こり、幾分かの遅れをもって、カップに納まっ
ている胸の上下動が起こるが、一定以上の断面積をもつ肩紐部でカップを上から支えるこ
とにより、胸の上下動を押えることができる。さらに肩紐部を中央近くではなく脇側近く
に取り付けることにより、胸のＸ、Ｙ、Ｚ方向の揺れのうち、Ｘ方向の防振性にも大きく
寄与する。肩紐部を脇側近くに取り付けることにより、カップを斜め上側に引っ張る力が
働くため、歩く、走る等の動作時の人体の回転の動きを効果的に抑制できる。肩紐部の取
り付け位置は、前側はカップの脇側端部から概ねＸ方向に３ｃｍ以内の位置、後側は背中
心と脇中心（すなわち前中心と背中心との中間）との中点から脇側に５ｃｍ以内の位置が
好ましい。さらに肩紐部は体の後面側に向かって前面のカップを引っ張っているため、Ｚ
方向の防振性にも寄与する。
【００６５】
　本発明のブラジャーは、上述したとおり、補強部が、サブウイング部、カップの上縁高
応力部、カップの下縁高応力部、及び特定の平均断面積の肩紐部のうち１つ又は２つ以上
の組合せである場合、特段の防振効果を発現できる。特にそれぞれのＸ、Ｙ又はＺの方向
への防振効果を組み合わせることにより、より一層防振性を高めることができる。例えば
サブウイング部と、カップの上縁高応力部若しくはカップの下縁高応力部若しくは肩紐部
又はこれらの２つ以上との組合せは、Ｘ、Ｙ及びＺの各方向の揺れを軽減かつ分散するこ
とができ、非常に好ましい。また、補強部が、サブウイング部、カップの上縁高応力部、
カップの下縁高応力部、及び特定の平均断面積の肩紐部、のうち２つ以上の組合せである
場合には、各々における特性値（特に、前述の高応力部についての伸張応力比、及び肩紐
部の平均断面積）の好ましい範囲の下限値を２０％程度低減することも可能である。例え
ば、肩紐部の平均の断面積が３０～１２０ｍｍ2である場合には良好な防振性が得られる
が、前述のように、他の部位にも補強部を設けた場合には平均断面積２５～１２０ｍｍ2

で防振部としての機能を有する。
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【００６６】
　上記の観点から好ましいブラジャーの例として以下が挙げられる。
（１）　カップ上縁に沿って延びる上縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に
対する上縁高応力部の伸張応力Ｓ２の比Ｓ２／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　サブウイング部を有し、該カップ部のバストトップから該ウイング部の背中心まで延ば
した線分が最長となるようにブラジャーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線を有する
平面を規定した場合に、該線分上の該バストトップから該背中心に向かって５～２５％の
位置の該平面上及び５０～９０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本体との接
合部が存在し、かつ該サブウイング部は該本体と接合されていない領域を有するブラジャ
ー。
（２）　カップ下縁に沿って延びる下縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に
対する下縁高応力部の伸張応力Ｓ３の比Ｓ３／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　サブウイング部を有し、該カップ部のバストトップから該ウイング部の背中心まで延ば
した線分が最長となるようにブラジャーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線を有する
平面を規定した場合に、該線分上の該バストトップから該背中心に向かって５～２５％の
位置の該平面上及び５０～９０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本体との接
合部が存在し、かつ該サブウイング部は該本体と接合されていない領域を有するブラジャ
ー。
（３）　肩紐部の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2であり、
　サブウイング部を有し、該カップ部のバストトップから該ウイング部の背中心まで延ば
した線分が最長となるようにブラジャーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線を有する
平面を規定した場合に、該線分上の該バストトップから該背中心に向かって５～２５％の
位置の該平面上及び５０～９０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本体との接
合部が存在し、かつ該サブウイング部は該本体と接合されていない領域を有するブラジャ
ー。
（４）　該肩紐部の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2であり、
　カップ上縁に沿って延びる上縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
上縁高応力部の伸張応力Ｓ２の比Ｓ２／Ｓ１が２／１～４００／１であるブラジャー。
（５）　該肩紐部の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2であり、
　カップ下縁に沿って延びる下縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
下縁高応力部の伸張応力Ｓ３の比Ｓ３／Ｓ１が２／１～４００／１であるブラジャー。
（６）　カップ上縁に沿って延びる上縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に
対する上縁高応力部の伸張応力Ｓ２の比Ｓ２／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　カップ下縁に沿って延びる下縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
下縁高応力部の伸張応力Ｓ３の比Ｓ３／Ｓ１が２／１～４００／１であるブラジャー。
（７）　カップ上縁に沿って延びる上縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に
対する上縁高応力部の伸張応力Ｓ２の比Ｓ２／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　カップ下縁に沿って延びる下縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
下縁高応力部の伸張応力Ｓ３の比Ｓ３／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　サブウイング部を有し、該カップ部のバストトップから該ウイング部の背中心まで延ば
した線分が最長となるようにブラジャーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線を有する
平面を規定した場合に、該線分上の該バストトップから該背中心に向かって５～２５％の
位置の該平面上及び５０～９０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本体との接
合部が存在し、かつ該サブウイング部は該本体と接合されていない領域を有するブラジャ
ー。
（８）　該肩紐部の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2であり、
　カップ上縁に沿って延びる上縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
上縁高応力部の伸張応力Ｓ２の比Ｓ２／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　サブウイング部を有し、該カップ部のバストトップから該ウイング部の背中心まで延ば
した線分が最長となるようにブラジャーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線を有する
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平面を規定した場合に、該線分上の該バストトップから該背中心に向かって５～２５％の
位置の該平面上及び５０～９０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本体との接
合部が存在し、かつ該サブウイング部は該本体と接合されていない領域を有するブラジャ
ー。
（９）　該肩紐部の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2であり、
　カップ下縁に沿って延びる下縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
下縁高応力部の伸張応力Ｓ３の比Ｓ３／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　サブウイング部を有し、該カップ部のバストトップから該ウイング部の背中心まで延ば
した線分が最長となるようにブラジャーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線を有する
平面を規定した場合に、該線分上の該バストトップから該背中心に向かって５～２５％の
位置の該平面上及び５０～９０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本体との接
合部が存在し、かつ該サブウイング部は該本体と接合されていない領域を有するブラジャ
ー。
（１０）　該肩紐部の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2であり、
　カップ上縁に沿って延びる上縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
上縁高応力部の伸張応力Ｓ２の比Ｓ２／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　カップ下縁に沿って延びる下縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
下縁高応力部の伸張応力Ｓ３の比Ｓ３／Ｓ１が２／１～４００／１であるブラジャー。
（１２）　該肩紐部の平均の断面積が２５～１２０ｍｍ2であり、
　カップ上縁に沿って延びる上縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
上縁高応力部の伸張応力Ｓ２の比Ｓ２／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　カップ下縁に沿って延びる下縁高応力部を有し、カップ中央部の伸張応力Ｓ１に対する
下縁高応力部の伸張応力Ｓ３の比Ｓ３／Ｓ１が２／１～４００／１であり、
　サブウイング部を有し、該カップ部のバストトップから該ウイング部の背中心まで延ば
した線分が最長となるようにブラジャーを配置し、かつ該線分と同一方向の法線を有する
平面を規定した場合に、該線分上の該バストトップから該背中心に向かって５～２５％の
位置の該平面上及び５０～９０％の位置の該平面上に、該サブウイング部と該本体との接
合部が存在し、かつ該サブウイング部は該本体と接合されていない領域を有するブラジャ
ー。
【００６７】
　サブウイング部、カップの上縁高応力部及びカップの下縁高応力部は、これらの２つ以
上が互いに端部で接触又は重なっていてもよい。また、カップ部の中央付近（すなわち着
用者のバストのトップ部付近）には高応力部が存在しないことが好ましい。この場合、例
えば特許文献３に記載されているようなカップ上部から下部に伸びる補強部分を有する場
合と比べて、カップによる胸の保形性をより良好に実現できる。
【００６８】
　図２及び図４を参照し、特定の態様においては、肩紐部のカップ部前中心側端点Ｐ１，
Ｐ２の間の距離が最大となるようにブラジャーを配置したときに、肩紐部のカップ部前中
心側端点Ｐ１，Ｐ２と、連結部の前中心下端点Ｐ３とを結んで形成される三角形Ｔの面積
に対する、ブラジャー構成素材で覆われない部分１１０の面積の割合が６０％以上である
ことが好ましく、７０％以上であることがより好ましく、８０％以上であることがさらに
好ましく、最も好ましくは１００％である。この三角形はいわゆる胸の谷間の部分を形成
する。上記割合が６０％以上である場合、谷間が隠れてしまうことを防止して良好な審美
性を実現できる。本発明のブラジャーは、例えば特定の補強部を有することによって達成
される、前述のような特定の揺れ値を有していることができるため、上記割合が６０％以
上である、いわゆる開放された状態であっても、防振性に優れる点で有利である。
【００６９】
　本発明のブラジャーは、トップバスト寸法とアンダーバスト寸法との差（本開示で、ト
ップバスト－アンダーバストともいう）が１７．５ｃｍ以上であることが好ましく、更に
好ましくはトップバスト－アンダーバストが２０ｃｍ以上である。トップバスト－アンダ
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ーバストの上限は特に限定されないが、例えば３５ｃｍ以下、又は３０ｃｍ以下である。
トップバスト－アンダーバストが１７．５ｃｍ以上であるとは日本サイズではＤカップ以
上であって、アメリカサイズのＤ以上、及びイギリスサイズのＣ以上に対応する。トップ
バスト－アンダーバストが２０ｃｍ以上であるとは、日本サイズのＥカップ以上であって
、アメリカサイズのＥ以上、及びイギリスサイズのＤ以上に対応する。本発明によれば、
大きいカップサイズでも審美性を維持しながら胸の揺れを顕著に低減できる。トップバス
ト寸法は、胸の膨らみの最大部分の周径の値であり、アンダーバスト寸法とは、胸の膨ら
みの下端の周径の値である。
【００７０】
　好ましい態様において、本発明のブラジャーの最大着圧は５０ＨＰａ以下である。本開
示で、最大着圧とは、ブラジャー着用時の、ブラジャーと着用者との間の着圧の最大値で
ある。最大着圧は、具体的には以下の方法で測定できる。すなわち、（１）着用者の脇部
下方に対応する部分、（２）着用者のバストの膨らみの下端付近に対応する部分、（３）
肩紐部の肩中央部、（４）肩紐部の後側付け根部、（５）カップ部上方、（６）カップ部
脇部、及び（７）カップ部下方、の７箇所の着圧を多点接触圧計で測定する。得られる値
のうち最も高い値を最大着圧とする。上記（１）の部位は、例えば下辺テープを有する場
合は、下辺テープ脇部である。上記（２）の部位は、例えば下辺テープを有する場合は、
下辺テープカップ中央下部（すなわち図２中の直線Ｌ１と接する部位付近）である。また
、上記（５）の部位は、図２において上縁高応力部１０４として示すような領域を意味し
、上記（６）の部位は、図２において領域１０７ａとして示すような領域を意味し、上記
（７）の部位は、図２において下縁高応力部１０５として示すような領域を意味する。
【００７１】
　本発明のブラジャーは、例えば特定の補強部を配置することによって、前述のような特
定の揺れ値を有していることができる。従って、胸の揺れを抑えながら、各部位の着圧を
５０ＨＰａ以下にすることができるために本開示の最大着圧を５０ＨＰａ以下にすること
ができ、着用時の不快な締め付け感を回避できる。一般には、胸の揺れを抑制するために
は締め付けを強くすることが多く、特に肩部の着圧が非常に高いブラジャーが散見される
。しかし、ブラジャーの各部位の着圧が５０ＨＰａを超えると一般に不快である傾向があ
る。本発明においては、低い揺れ値により、Ｘ、Ｙ、Ｚの各方向の胸の動きが抑制され、
分散されているために、着圧の集中も防ぐことができる。特に上述の肩紐部の補強は着圧
分散効果に優れる。最大着圧は、より好ましくは４５ＨＰａ以下、更に好ましくは４０Ｈ
Ｐａ以下である。一方、最大着圧は着用時のずれを抑え、低い揺れ値を容易に得る観点か
ら、例えば、好ましくは１０ＨＰａ以上、より好ましくは１３ＨＰａ以上、更に好ましく
は１５ＨＰａ以上であることができる。
【００７２】
　本発明のブラジャーは、一対のカップ部と、該カップ部の前中心側を互いに連結する連
結部と、ウイング部とを備えるが、前述のように、これらが１枚の布帛で形成されていて
もよく、更に肩紐部を含むブラジャー全体が１枚の布帛で形成されていてもよい。そのよ
うなブラジャーでは、補強部は、ブラジャーの裏側（すなわち着用者側）に別の布帛を重
ねることによって好ましく形成できる。例えば、ブラジャーの裏側に補強布を縫い付け又
は接着する方法等を用いることができる。肩紐部については、１枚の布帛においてデザイ
ンにより肩紐部のカップ部及びウイング部への取り付け部分の幅を大きくする方法、肩紐
部の裏側に補強布を貼り付け、肩紐部の厚みを大きくする方法等が好適に使用される。
【００７３】
　本発明のブラジャーの各部材の素材は特に限定されず、ポリエステル系繊維、ポリアミ
ド系繊維等の合成繊維、レーヨン、キュプラ、アセテート等のセルロース系繊維、及び綿
、麻等の天然繊維が好適に用いられる。各部材を構成する布帛の構造も特に限定されず、
編物、織物、不織布等が用いられる。また、捲縮された繊維を用いてもよい。本発明にお
いては、各部材に適正な伸張特性を有する布帛を配置することが有効である。各部材にお
いては、スパンデックスが交編された伸びを有する編地が好適に用いられる。また、カッ
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プ部及びウイング部の生地にはダブル丸編、トリコット編、ラッセル編等を使用でき、ト
リコットハーフ生地が好適に用いられる。使用する編機の編ゲージとしては約２０～約４
０ＧＧが好ましい。また、高応力部には織物又はタテ挿入のタテ編み物等が好適に用いら
れ、若干伸びのあるレース等は意匠性にも優れ非常に好適に用いられる。
【００７４】
　各部材は、モノフィラメント又はマルチフィラメントで構成できる。マルチフィラメン
ト糸には、二酸化チタン等の艶消剤、リン酸等の安定剤、ヒドロキシベンゾフェノン誘導
体等の紫外線吸収剤、タルク等の結晶化核剤、アエロジル等の易滑剤、ヒンダードフェノ
ール誘導体等の抗酸化剤、難燃剤、制電剤、顔料、蛍光増白剤、赤外線吸収剤、消泡剤等
が含有されていてもよい。
【００７５】
　本発明のブラジャーの各部材を構成する布帛素材の総繊度は、衣料等で一般的に使用さ
れている範囲であることができる。中でも、強度及びソフトさの観点から、総繊度が約２
２～約７００ｄｔｅｘであることが好ましい。
【００７６】
　各部材に用いる布帛の目付は特に限定されないが、約５０～約５００ｇ／ｍ２が好まし
い。
【００７７】
　また、各部材に用いる布帛には吸水加工を施すことが望ましい。
【００７８】
　カップ部には、厚み２～１５ｍｍのウレタンパッドが好適に用いられるが、立体編み物
をカップ部に用いて通気性を高めることも好ましい。
【実施例】
【００７９】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明する。無論、本発明はこれらに限定されるも
のではない。なお、実施例及び比較例で得たブラジャーは、以下の方法で評価した。
【００８０】
　（１）各部材の生地の伸張応力
　ＪＩＳ　Ｌ１０９６．８．１２．１　Ａ法のカットストリップ法に準拠し、生地サンプ
ルの応力を計測した。１０％伸張時応力特性についてはタテ方向伸長１０％時応力とヨコ
方向伸長１０％時応力（幅２．５ｃｍあたり）を測定し、これらの平均値を算出した。
　　試験片の幅：２．５ｃｍ
　試験片のつかみ長さ：１０ｃｍ
　伸長速度：３０ｃｍ／ｍｉｎ
　各部材の生地サンプルについて上記条件で測定を行ったが、試験片のつかみ長さが取れ
ない場合には適宜長さを変更した。試験片の幅が取れない場合には、適宜幅を変更し、得
られた応力値を２．５ｃｍ幅あたりの数値に換算した。
【００８１】
　（２）本体部及びサブウイング部の生地の応力及び伸び
　ＪＩＳ　Ｌ１０９６．８．１２．１　Ａ法のカットストリップ法に準拠し、２２．１Ｎ
までの伸びを計測し、設定の応力に対応する伸びを求めた。
【００８２】
　（３）肩紐部のパワー
　ＪＩＳ　Ｌ１０９６．８．１２．１　Ａ法のカットストリップ法に準拠し、肩紐部の伸
張時応力特性を計測した。肩紐タテ方向に０．５（Ｎ）×断面積（ｍｍ2）の荷重をかけ
、伸度（％）を測定した。
【００８３】
　試験片のつかみ長さ：１０ｃｍ
　伸長速度：３０ｃｍ／ｍｉｎ
　各部材の生地サンプルについて上記条件で測定を行ったが、試験片のつかみ長さが取れ
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ない場合には適宜長さを変更した。試験片の幅が取れない場合には、適宜幅を変更し測定
した。
【００８４】
　（４）本体部とサブウイング部との摩擦
　カトーテック社製のＫＥＳ－ＳＥ摩擦試験機で両者間の摩擦力を評価した。装置本体に
ブラジャー本体部の生地をセットし、摩擦子にサブウイング部の生地を、本体部と接する
側が擦られるように取り付け、５０ｇの荷重をかけて、摩擦係数を計測した。摩擦方向は
着用時に引っ張られる方向に一致させた。
【００８５】
　（５）人体モデル測定による揺れ値
　人体胸部モデルは (有)アットプランニング社製 、ＢＵＳＴＹ　ＡＩＣＨＡＮを用い、
男性Ｍサイズの胴部マネキンの胸部に胸上部を２枚のプラスチック製約３５ｃｍ長さの定
規で挟み、それを４個の万力で均一な間隔で挟み、マネキンに穴を開けて針金等で固定し
た。更に、ひもでカップ以外の部分を固定した。胸はシリコン製でシリコン部におけるト
ップバスト（バストのふくらみが始まる部分から他方のバストのふくらみが始まる部分ま
での長さ）４４ｃｍ、アンダーバスト２４ｃｍ、硬さは硬度計を用いてセロハンテープを
貼付して計測した場合に０．６であり、人体に取り付けた場合にはトップバスト１０４ｃ
ｍ、アンダーバス８３ｃｍとなった。人体モデルをカトーテック社製　脚部伸縮装置に取
り付け、２０ｃｍの振幅で垂直方向に９０ｒｐｍの速さで上下動する装置に取り付けた。
バスト部（トッブバスト及びカップで抑えられていない部分にポイントを打って、ポイン
トの動きを動作解析することで揺れを計測した。ブラジャーを着けない状態で２０ｃｍの
振幅で垂直方向に９０ｒｐｍの速さで上下動させた場合のバスト部のゆれの最大値は３４
．１ｃｍとなる。この条件で揺れ値を測定した。
【００８６】
　（６）着用時の揺れ値
　身長１６０ｃｍ±８ｃｍで（トップバスト－アンダーバスト）によるブラジャーサイズ
が３８ＤＤ（イギリスサイズ）である３名の被験者にブラジャーを着用させ、トレッドミ
ルで速度６ｋｍ／ｈ、１分間に１５０歩のペースで、着地時に片足が地面から離れている
ように小走りさせた。この際、鎖骨部及びバストトップ部に直径１．８ｃｍの反射球を取
り付けておき、反射球を２台の高速カメラ（２００コマ／ＳＥＣ）で２０秒間撮影した。
鎖骨部の揺れは５～６ｃｍとした。着用時の胸の揺れの指標として、（バストトップの揺
れ）－（鎖骨の揺れ）（ｃｍ）の２０秒間での（極大値の平均）－（極小値の平均）（ｃ
ｍ）を算出し、ヨコ（Ｘ）、タテ（Ｙ）及び奥行き（Ｚ）の値のうち最も大きい方向の値
を着用時の揺れ（ｃｍ）とし、（トップバスト－アンダーバスト）で除して揺れ値とした
。３名の結果を平均して算出した。
【００８７】
　（７）最大着圧
　（株）エイエムアイ・テクノ社製の多点接触圧計（ＡＭＩ３０３７－１０）を用いて、
ブラジャー着用時に、下辺テープ脇部、下辺テープのカップ左右方向中央の下部、肩紐部
の肩中央部、肩紐部の後側付け根部、カップ部上方、カップ部脇部、及びカップ部下方に
おいて、着用者とブラジャーとの間にセンサーを挿入して着圧を測定し、得られた値のう
ち最大値を最大着圧（Ｐａ）とした。
【００８８】
　（８）快適性及び審美性
　快適性
　（６）の着用試験時に以下の基準で評価し、モニターの評価を平均した。
５：　圧迫感がほとんどなく非常に快適である
４：　圧迫感が小さく快適である
３：やや圧迫感があるが不快ではない。
２：　圧迫感があり不快である
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１：　圧迫感が強く非常に不快である
　審美性
　（６）の着用試験時に以下の基準で評価し、モニターの評価を平均した。
５：　着用時の胸部の外観が非常に美しい
４：　着用時の胸部の外観が美しい
３：　どちらともいえない
２：　着用時の胸部の外観があまり美しくない
１：　着用時の胸部の外観が美しくない
【００８９】
［実施例１］
　以下の方法で、図１及び２に示す形状である、イギリスサイズ３８ＤＤのブラジャー（
日本サイズのＥ８５に対応）（トップバスト寸法とアンダーバスト寸法との差は、２０ｃ
ｍ、バストトップから背中心までの線分Ｌが最長になるようにブラジャーを配置したとき
の線分Ｌの長さは３０．５ｃｍ）を作製した。
【００９０】
　厚み５ｍｍで１０％タテヨコ平均伸張応力が３．０Ｎのウレタン成形品と、ナイロン５
６ｄｔｅｘポリウレタン４４ｄｔｅｘの２８ＧＧツーウエイトリコット編地（１０％タテ
ヨコ平均伸張応力が０．４Ｎである生地）とをボンディングし、モールド加工を施してカ
ップ部１０１を作製した。カップ部全体の１０％タテヨコ平均伸張応力は３．７Ｎであっ
た。ウイング部１０３にも同じツーウエイトリコット編地を用い、下辺テープにはラッセ
ル１ｃｍ幅テープであってタテヨコ平均伸張応力が１．７Ｎのものを用いた。
【００９１】
　ウイング部の背中心（アンダーバストが最小となるホックの位置で）からカップ部側に
更に、カップ部の片側のバストトップＱとウイング部の背中心Ｃとを結ぶ線分の方向に対
して法線方向が一致する平面Ｓを規定した場合に、バストトップからウイング部の背中心
に向かって１５％の位置（これはカップ部内にある）及び７０％の位置(これはウイング
部内にある）に本体との接合部が存在するように、サブウイング部１０７を、４０番綿糸
を使った平織物で形成した。なお本例のブラジャーにおいては、上記平面Ｓに関し、バス
トトップから背中心に向かって３０％の位置の該平面上に、カップ部とウイング部との境
界がある。また接合部は、図２中、カップ部側接合部１０７ａＳ及びウイング部側接合部
１０７ｂＳとして示すような形状で、本体の上端から下端に亘って延びるように形成した
。サブウイング部と本体とは重ね縫製により接合した。ウイング部の編地は着用時に伸び
率２０％で伸張応力が２．５Ｎかかる設計とし、平織物は着用時に伸び率６％で伸張応力
が４．０Ｎかかる設計とした。ウイング部の２２．１Ｎ時の伸びは９２％であったため、
サブウイング部の長さは脇補強部における本体部の長さｍ２（すなわちＬａ＋Ｌｂ）の＋
１３％とした。カップ部の下部には布を被覆したワイヤーを取り付けた。肩紐部は経糸に
６４０ｄｔｅｘポリウレタンに７０ｄｔｅｘのナイロン加工糸をダブルカバーリングした
糸（ドラフト３．５）と１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を１本交互で配し、緯糸に１５
５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を用いた織物を作製した。幅１．５ｃｍ、厚みは１．４ｍｍ
（すなわち平均断面積は２１ｍｍ２）とし、ウイング部の背中心（アンダーバストが最小
となるホックの位置で）からカップ部側に向かって、ウイング部の長さの４０％離れた位
置に肩紐部の背側連結中心が存在するように取り付けた。肩紐部の長さ方向のパワーは肩
中央部で６２％であった。作製したブラジャーを着用したときの着用時の胸の揺れの防振
効果は大きく、また着圧の最大値は小さく、快適性にも優れていた。更に肩紐部のカップ
部前中心側端点Ｐ１，Ｐ２と連結部の前中心下端点Ｐ３とを結んで形成される三角形の面
積の８０％がブラジャー構成素材で覆われておらず、審美性にも優れていた。
【００９２】
［実施例２］
　実施例１のカップ部１０１の上縁部に幅３ｃｍの４０番綿糸を使った平織物で１０％タ
テヨコ平均伸張応力が１７０Ｎである補強布を重ね縫製し、上縁高応力部１０４を形成し



(20) JP 5877851 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

、サブウイング部を取り付けない他は実施例１と同様のブラジャーを作製し、着用テスト
を実施した。
【００９３】
［実施例３］
　実施例１のカップ部１０１の下縁部に幅２ｃｍの３０番綿糸を使った平織物で１０％タ
テヨコ平均伸張応力が２１０Ｎである補強布を重ね縫製し、下縁高応力部１０５を形成し
、サブウイング部を取り付けない他は実施例１と同様のブラジャーを作製し、着用テスト
を実施した。
【００９４】
［実施例４］
　サブウイング部は取り付けず、肩紐部１０９には経糸に６４０ｄｔｅｘポリウレタンに
１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸をダブルカバーリングした糸（ドラフト３．５）と１５
５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を１本交互で配し、緯糸に２１０ｄｔｅｘのナイロン加工糸
を用いた織物を作製し、端部の幅Ｗ１，Ｗ２は２．５ｃｍ、肩中央部（肩部）の幅Ｗ３は
１．８ｃｍ、肩紐部の厚みは１．８ｍｍとした（肩紐部の長さ方向に１０等分した時の各
部の断面積の数平均値は、３５ｍｍ２で、肩紐部の長さ方向のパワーは肩中央部で４９％
）他は実施例１と同様のブラジャーを作製し、着用テストを実施した。
【００９５】
［実施例５］
　カップ部の片側のバストトップとウイング部の背中心を結ぶ線分の方向に対して法線が
一致する平面を規定した場合に、バストトップからウイング部の背中心に向かって１０％
の位置（これはカップ部内にある）と８０％の位置（これはウイング部内にある）とで本
体に接合するサブウイング部を形成した。サブウイング部として、ナイロン７８ｄｔｅｘ
、ポリウレタン３１０ｄｔｅｘのパワーネット編み地をカップ部側とウイング部側との両
端で重ね縫製し、脇補強部１０７を形成した。ウイング部の編地は着用時の伸び率２０％
で伸張応力が３Ｎかかる設計とし、パワーネット編み地は着用時の伸び率４０％で伸張応
力が４．５Ｎかかる設計とし、サブウイング部の長さは脇補強部の本体部の長さの－１４
％とした。カップ部１０１の上縁部に幅２．５ｃｍの４０番綿糸を使った平織物で１０％
タテヨコ平均伸張応力が１７０Ｎである補強布を重ね縫製し、上縁高応力部１０４を形成
した他は実施例１と同様のブラジャーを作製し、着用テストを実施した。
【００９６】
［実施例６］
　実施例１のカップ部被覆生地として、ナイロン２２ｄｔｅｘ、ポリウレタン２２ｄｔｅ
ｘの３２ＧＧツーウエイトリコット生地で、タテヨコの平均伸張応力が０．１１Ｎの生地
を用い、カップ部１０１の下縁部に幅２ｃｍの補強布としてポリエステル５６０ｄｔｅｘ
の鎖編みにポリエステル６６０ｄｔｅｘ糸を挿入したタテ編み地で１０％タテヨコ平均伸
張応力が２１０Ｎである編地を用いて下縁高応力部１０５を形成した他は実施例１と同様
のブラジャーを作製し、着用テストを実施した。
【００９７】
［実施例７］
　肩紐部に経糸に６４０ｄｔｅｘポリウレタンに７０ｄｔｅｘのナイロン加工糸をダブル
カバーリングした糸（ドラフト３．５）と１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を１本交互で
配し、緯糸に１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を用いた織物を作製し、端部の幅Ｗ１，Ｗ
２は３．５ｃｍ、肩中央部（肩部）の幅Ｗ３は２ｃｍとし、肩紐の厚みは１．６ｍｍとし
た（肩紐部の平均断面積は、３７ｍｍ２で肩紐部の長さ方向のパワーは肩中央部で５５％
）他は実施例１と同様のブラジャーを作製し、着用テストを実施した。
【００９８】
［実施例８］
　実施例２のカップ部１０１の下縁部に幅２ｃｍの３０番綿糸を使った平織物で１０％タ
テヨコ平均伸張応力が２１０Ｎである補強布を重ね縫製し、下縁高応力部１０５を形成し
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、サブウイング部を取り付けない他は実施例２と同様のブラジャーを作製し、着用テスト
を実施した。
【００９９】
［実施例９］
　肩紐部に経糸に６４０ｄｔｅｘポリウレタンに７０ｄｔｅｘのナイロン加工糸をダブル
カバーリングした糸（ドラフト３．５）と１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を１本交互で
配し、緯糸に１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を用いた織物を作製し、端部の幅Ｗ１，Ｗ
２は２．５ｃｍ、肩中央部（肩部）の幅Ｗ３は１．６ｃｍとし、肩紐の厚みは１．６ｍｍ
とした（肩紐部の平均断面積は、２８ｍｍ２で肩紐部の長さ方向のパワーは肩中央部で６
０％）他は実施例２と同様のブラジャーを作製し、着用テストを実施した。
【０１００】
［実施例１０］
　肩紐部１０９に経糸に６４０ｄｔｅｘポリウレタンに１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸
をダブルカバーリングした糸（ドラフト３．５）と１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を１
本交互で配し、緯糸に２１０ｄｔｅｘのナイロン加工糸を用いた織物を作成し、端部の幅
Ｗ１，Ｗ２は２．５ｃｍ、肩中央部（肩部）の幅Ｗ３は１．８ｃｍ、肩紐部の厚みは１．
８ｍｍとした（肩紐部の平均断面積は、３５ｍｍ２で肩紐部の長さ方向のパワーは肩中央
部で４９％）他は実施例３と同様のブラジャーを作製し、着用テストを実施した。
【０１０１】
［実施例１１］
　実施例５のカップ部１０１の下縁部に幅２ｃｍの３０番綿糸を使った平織物で１０％タ
テヨコ平均伸張応力が２１０Ｎである補強布を重ね縫製し、下縁高応力部１０５を形成し
、サブウイング部を取り付けない他は実施例５と同様のブラジャーを作製し、着用テスト
を実施した。
【０１０２】
　［実施例１２］
　実施例５のブラジャーに更に肩紐部に経糸に６４０ｄｔｅｘポリウレタンに７０ｄｔｅ
ｘのナイロン加工糸をダブルカバーリングした糸（ドラフト３．５）と１５５ｄｔｅｘの
ナイロン加工糸を１本交互で配し、緯糸に１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を用いた織物
を作成し、端部の幅Ｗ１，Ｗ２は３．５ｃｍ、肩中央部（肩部）の幅Ｗ３は２ｃｍとし、
肩紐の厚みは１．６ｍｍとした（肩紐部の平均断面積は、３７ｍｍ２で肩紐部の長さ方向
のパワーは肩中央部で５５％）他は実施例５と同様のブラジャーを作製し、着用テストを
実施した。
【０１０３】
［実施例１３］
　実施例６のブラジャーに更に肩紐部に経糸に６４０ｄｔｅｘポリウレタンに７０ｄｔｅ
ｘのナイロン加工糸をダブルカバーリングした糸（ドラフト３．５）と１５５ｄｔｅｘの
ナイロン加工糸を１本交互で配し、緯糸に１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を用いた織物
を作製し、端部の幅Ｗ１，Ｗ２は３．５ｃｍ、肩中央部（肩部）の幅Ｗ３は２ｃｍとし、
肩紐の厚みは１．６ｍｍとした（肩紐部の平均断面積は、３７ｍｍ２で肩紐部の長さ方向
のパワーは肩中央部で５５％）他は実施例６と同様のブラジャーを作製し、着用テストを
実施した。
【０１０４】
［実施例１４］
　実施例１１のブラジャーに更に肩紐部に経糸に６４０ｄｔｅｘポリウレタンに７０ｄｔ
ｅｘのナイロン加工糸をダブルカバーリングした糸（ドラフト３．５）と１５５ｄｔｅｘ
のナイロン加工糸を１本交互で配し、緯糸に１５５ｄｔｅｘのナイロン加工糸を用いた織
物を作成し、端部の幅Ｗ１，Ｗ２は３．５ｃｍ、肩中央部（肩部）の幅Ｗ３は２ｃｍとし
、肩紐の厚みは１．６ｍｍとした（肩紐部の平均断面積は、３７ｍｍ２で肩紐部の長さ方
向のパワーは肩中央部で５５％）他は実施例１１と同様のブラジャーを作製し、着用テス
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トを実施した。
【０１０５】
［実施例１５］
　実施例５のパターンを変更し、上記三角形の面積のうちブラジャー構成素材で覆われて
いない部分の面積の割合を５８％とした。着用時の胸の揺れの平均値は１．５ｃｍと非常
に小さく防振性に優れ、着圧の最大値は４．１Ｐａで快適であったが、胸の谷間がかなり
覆われており、審美性が実施例５と比べるとやや劣っていた。
【０１０６】
［実施例１６］
　ナイロン５６ｄｔｅｘポリウレタン４４ｄｔｅｘの２８ＧＧダブルデンビ編地で、１０
％タテヨコ平均伸張応力が０．５Ｎの生地２枚にカップ部には５ｍｍのスポンジシートを
挟んでボンディングし、１９０℃でのモールド加工でカップ部を形成し、さらに、図２に
従い、１枚もののブラジャーを作製した。カップ部全体の１０％タテヨコ平均伸張応力は
２．８Ｎであった。下辺テープにはラッセル１ｃｍ幅テープであってタテヨコ平均伸張応
力が１．７Ｎのものを用いた。肩紐部はカップからなだらかに続き、付け根付近での幅は
約５ｃｍ、中央部の幅は２ｃｍとし、カップの上縁部の裏側には幅３ｃｍの４０番綿糸を
使った平織物で１０％タテヨコ平均伸張応力が１７０Ｎである補強布を重ね縫製した。サ
ブウイング部は設けなかった。
【０１０７】
［実施例１７］
　実施例２のカップ部の補強として、ラッセル編機（マイヤー社製　２８Ｇラッセル編機
　ＲＳＥ６ＥＬ）を使用し、フロント　ナイロン１１０／４８（５０ｉｎ２５０ｏｕｔ）
、ミドル　ナイロン５６／４８をオールイン、バック　スパンデックス４４（旭化成せん
い社製　ロイカＳＦタイプ）をオールインで配糸し、ミドルとバックとでダブルデンビー
を編成し、フロントの振りを１針（デンビー）でルーピングし、実施例２と同様形状の上
縁高応力部のラインに沿って筬を斜め方向に移動して編地を形成し、上縁高応力部と、カ
ップ部のその他の部分とを一体編成した。加工は通常の加工を行い、染色加工後、低伸度
部に沿って裁断してカップを用いた。上記の他は実施例２と同様のブラジャーを作製し、
着用テストを実施した。
【０１０８】
［実施例１８］
　以下を除いて実施例１と同様にブラジャーを作製した。サブウイング部の布帛として、
カップ部及びウイング部と同じナイロン５６ｄｔｅｘポリウレタン４４ｄｔｅｘの２８Ｇ
Ｇツーウエイトリコット編地（これは１０％タテヨコ平均伸張応力が０．４Ｎである）を
、本体の外表に２枚重ねて使用した。ウイング部の編地は着用時の伸び率２０％で伸張応
力が２．５Ｎかかる設計とし、サブウイング部は着用時の伸び率２５％で伸張応力が３．
５Ｎかかる設計とした。サブウイング部の長さは脇補強部における本体部の長さの－５％
とした。
【０１０９】
［実施例１９］
　以下を除いて実施例１と同様にブラジャーを作製した。サブウイング部の布帛として、
ポリエステル５６０ｄｔｅｘの鎖編みにポリエステル６６０ｄｔｅｘ糸を挿入したタテ編
み地で１０％タテヨコ平均伸張応力が２１０Ｎである編地を用いた。ウイング部の編地は
着用時の伸び率２０％で伸張応力が２．５Ｎかかる設計とし、サブウイング部は着用時の
伸び率３％で伸張応力が４．７Ｎかかる設計とした。サブウイング部の長さは脇補強部に
おける本体部の長さの＋１７％とした。
【０１１０】
　［実施例２０］
　実施例５のサブウイング部の長さを脇補強部の本体部の長さの＋５％とした他は実施例
５と同様のブラジャーを作成して、評価した。
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【０１１１】
　［比較例１］
　カップ部からウイング部に亘るサブウイング布帛を取り付けない他は実施例１と同様に
してブラジャーを作製した。着用時の胸の揺れは非常に大きく、防振性に劣り、不快であ
った。
【０１１２】
［比較例２］
　ウイング部のみにサブウイング部を設けた他は実施例１と同様のブラジャーを作製した
。カップ部の片側のバストトップとウイング部の背中心を結ぶ線分Ｌの方向に対して法線
が一致する平面Ｓを規定した場合に、バストトップからウイング部の背中心に向かって３
３％の位置（これはウイング部内にある）と７０％の位置（これはウイング部内にある）
とにサブウイング部と本体との接合部を有し、かつ、バストトップからウイング部の背中
心に向かって２５％から５０％の位置には該接合部を有さないようにした。モニター着用
時の胸の揺れの防振性は不十分であった。
【０１１３】
［比較例３］
　肩紐部の厚みを１．２ｍｍとした（すなわち平均断面積は２２ｍｍ２）（すなわち、防
振部としての肩紐部を設けなかった）他は実施例４と同様のブラジャーを作製した。肩紐
部の長さ方向のパワーは肩紐端部で６２％、肩中央部で６０％であった。　
【０１１４】



(24) JP 5877851 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

【表１】

【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、一般のブラジャーはもちろん、スポーツブラにも好適に適用できる。
【符号の説明】
【０１１６】
　１　　ブラジャー
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　１０１　　カップ部
　１０２　　連結部
　１０３　　ウイング部
　１０３ａ　　基部
　１０３ｂ　　下辺部
　１０４　　上縁高応力部
　１０５　　下縁高応力部
　１０６　　中央部
　１０７　　脇補強部
　１０７ａ，１０７ｂ　　領域
　１０７ａＳ　　カップ部側接合部
　１０７ｂＳ　　ウイング部側接合部
　１０８　　接合布帛
　１０８ａ　　本体部
　１０８ｂ　　サブウイング部
　１０９　　肩紐部
　１０９ａ　　肩部
　１０９ｂ　　低応力部
　１１０　　ブラジャー構成素材で覆われない部分

【図１】 【図２】
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